
熊本県犯罪の起きにくい安全安心まちづくり条例の概要

　　犯罪の起きにくい安全安心まちづくりを推進し、もって子どもから高齢者まですべての県民が
　 安全で安心して暮らすことができる社会を実現することを目的とする。

・総合的な施策の実施
・市町村等との連絡調整
・市町村への協力・支援

・日常生活における自らの
 安全確保
・県の施策への協力

・所有・管理する施設及び事業
 活動における安全確保
・県の施策への協力

県 県民 事業者

○広報その他の啓発活動の推進
○防犯意識を高める施策の推進
　     ・県のホームページや新聞等を利用した犯罪情勢や治安情勢の情報提供による広報啓発活動
　　　・ポスター、チラシ等の広報媒体を使った広報啓発活動
　　　・防犯対応マニュアルの作成・配布や県内各地での防犯教室の開催などを通じた防犯意識の高揚

○自主活動及び相互の連携について助言その他の支援
　　　・防犯パトロール、声かけ運動、挨拶運動、環境美化活動などの自主活動への助言、支援
　　　・自主防災組織などの地域団体との連携についての助言、支援
　　　・地域安全活動の取組についての事例紹介、地域の危険個所の把握についての助言　など

○地域の指導者の育成
　 　・地域の自主活動のリーダーの育成

○犯罪発生状況、犯罪の防止に効果的な取組事例等の情報提供
　　 ・犯罪発生状況等の情報提供による自主的な活動の支援

責　　務

啓発活動

自主活動への支援

条例の目的

①地域の実態に応じた県民等による犯罪の防止のための自主的な活動を通じて、地域社会における
　県民が連帯を強め、相互に支え合う地域社会の形成を図るという考え方により進める

②県、市町村及び県民等が適切な役割に応じて、相互に連携・協働するという考え方により進める

○家庭教育充実のための啓発活動の推進
　 　・家庭教育は、すべての教育の出発点であり、社会生活を営むための基礎的なルールやマナーを
　　　身に付けるうえで重要な役割を果たしており、家庭教育に関する啓発活動の充実により、家庭教育
　　　を活性化する。

○学校、県民等との連携により健全育成を図り、非行防止
　　　・学校教育や地域との関わりの中で、命やものを大切にする心を育み、他人に迷惑をかけないことや
　　　犯罪に関わらないような態度を育成する。

子どもの非行防止

基本理念

施策の概要

○犯罪の起きにくいまちづくりを推進するための体制を整備
　    ・県民会議の設置

推進体制の整備



○深夜営業店舗及び大規模小売店舗等商業施設の防犯に配慮した構造・設備、管理体制の整備
　　　・大規模小売店舗は、不特定多数の者が訪れ、又深夜営業のスーパーマーケットやコンビニエンスストア
　　　　などについては、その営業形態等から犯罪発生のおそれが高いことから、事業者が防犯に配慮した構造
　　　・設備、管理体制を有する店舗の整備に努めることを規定

○犯罪発生状況等の情報提供等
　　　・警察署長がその管轄区域における店舗に対して情報提供等を行うことなど

○道路、公園、駐車場、共同住宅等の防犯に配慮した構造・設備、管理体制の整備
　　　・県民が日常的に利用する公共空間や県民の日常生活の場について、主としてハード面からの防犯

○情報の提供、助言等
　　　・照明装置や防犯装置の設置、外部からの見通しの確保など

○子どもが犯罪に遭わないようにするための安全教育の充実その他の安全確保の施策の推進
　　　・学校等での防犯教室の開催等による年齢に応じた安全教育の充実
　　　・乳幼児の安全確保についての保護者等の意識啓発　など

子どもに対する安全教育の充実等

防犯に配慮した施設等の整備等

防犯に配慮した商業施設の整備等

学校等及び通学路等の安全の確保

○学校等での子どもの安全確保について、学校等、子どもの保護者、地域住民、警察の連携
　　　・教職員の具体的な役割分担や関係機関への連絡体制を定めた危機管理マニュアルの作成
　　　・学校への来訪者の確認等による不審者の侵入防止対策
　　　・不審者情報を把握するための地域住民や関係機関との連携　など

学校等における安全の確保

○通学路等での子どもの安全確保について、学校等、子どもの保護者、地域住民、警察の連携
　　　・通学路の見通しの確保への配慮、警察の下校時の警戒活動、保護者及び地域住民への協力要請 など

○危害を受けている場合等の通報、避難誘導
　　　・危害を受けたり、そのおそれがある場合の警察への通報や児童等を安全な場所へ誘導

通学路等の安全の確保

○高齢者、障害者等が犯罪に遭わないようにするための防犯に関する学習機会の充実
　 高齢者、障害者等の日常生活の支援に関わる者への必要な情報提供等
　　 　・犯罪の被害に遭いやすい高齢者、障害者等に対して、学習機会の充実を通じた被害防止
 　　　・民生・児童委員、ケアマネージャーなど高齢者、障害者等の日常生活の支援に関わる者を通じた被害防止

高齢者、障害者等の安全の確保


